
   津市バス運行事業補助金交付要綱 

 

平成１８年１月１日訓第１８０号 

 

改正 平成２５年３月２９日訓第１７号 

    平成２６年７月３１日訓第６３号 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。

以下「規則」という。）第２０条の規定に基づき、津市バス運行事業に係る

補助金（以下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定める。 

 （交付の目的） 

第２条 補助金の名称、目的、交付の対象となる事業（以下「補助事業」とい

う。）の内容、交付対象経費及び補助率又は金額並びに補助事業者の範囲は、

別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。 

 （申請の取下げ） 

第３条 規則第７条の規定により、申請を取り下げることができる期日は、補

助金の交付申請をした者が、規則第６条の規定による決定の通知を受けた日

から１０日以内とする。 

 （実績の報告） 

第４条 規則第１２条に規定する補助事業の実績報告の提出期日は、補助事業

の完了の日から２０日以内とする。 

 （委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓は、平成１８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この訓の規定は、この訓の施行の日（以下「施行日」という。）以後の申

請に係る補助金について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、

なお合併前の津市地方バス路線維持費補助金交付要綱（平成元年津市訓第４

号）及び津市商工業振興等関係補助金交付要綱（昭和４６年４月１日施行）

の例による。 



   附 則（平成２５年３月２９日訓第１７号） 

１ この訓は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市バス運行事業補助金交付要綱の規定は、この訓の施行の日以

後に実施する補助事業に係る補助金に適用し、同日前に実施する補助事業に

係る補助金については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２６年７月３１日訓第６３号） 

 この訓は、平成２６年８月１日から施行する。 



別表（第２条関係） 

補助金の名称 補助金の交付目的 補助事業の内容 交付対象経費 補助率又は金額 補助事業者の範囲 

１ 特定非営利活

動法人等自主運

行バス事業補助

金 

既存路線バスとの連携を保ち

ながら市民の交通手段の充実

を図り、交通の利便性の確保

に寄与する。 

 

特定非営利活動法人自主運行バ

ス事業（一定の受益者負担を求め

るものに限る。） 

事業運営費 交付対象経費の１

００分の４５に相

当する額（その額

に１，０００円未

満の端数を生じる

ときは、これを切

り 捨 て た 額 と す

る。） 

特定非営利活動法人

及び市民団体 

２ 地域住民運営

主体型コミュニ

ティ交通事業補

助金 

路線バス及びコミュニティバ

スが運行されていない地域等

において、地域住民が運営主

体となって行うコミュニティ

交通を支援し、地域住民の福

祉の向上に寄与する。 

 

地域住民が運営主体となって運

行するコミュニティ交通事業（一

定の受益者負担を求め、市長が公

益上必要と認める事業に限る。） 

 

運行委託に要する

経費 

交付対象経費から

運賃収入その他の

収入を差し引いた

額の１００分の７

５ に 相 当 す る 額

（その額に１，０

００円未満の端数

を生じたときはこ

れを切り捨てた額

とし、当該額が１

００万円を越える

ときは１００万円

とする。） 

地域住民が運営主体

として組織する団体

のうち、市長が適当

と認める団体 

 


